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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ディスクの内周面が固定されるセンタリングベースと、
　前記センタリングベースの外周面に沿って一定の間隔で配置される複数のチャックチッ
プと、
　前記センタリングベースの外周面に沿って形成され、前記ディスクの装着時、前記セン
タリングベースの径方向に回転しながら前記ディスクの内周面を外径方向に加圧する複数
の弾性支持部と
　を含み、
　前記複数の弾性支持部のそれぞれは、
　前記センタリングベースから外径方向に突出され、前記センタリングベースにおいて前
記チャックチップと対向するように形成されるフレームと、
　前記フレームの端から前記センタリングベースの外周縁に沿って前記フレームの両側に
それぞれ延長される弾性部と、
　前記弾性部の端に形成され、前記ディスクの内周面と接触する爪と
　を含むディスクチャッキング装置。
【請求項２】
　前記弾性支持部は、
　前記センタリングベースの外周縁に溝の形態に形成される支持部収容部内に形成される
ことを特徴とする請求項１に記載のディスクチャッキング装置。
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【請求項３】
　前記複数の弾性支持部に備えられる前記フレームの端を連結して形成される円は、前記
センタリングベースの外周縁と対応することを特徴とする請求項１または２に記載のディ
スクチャッキング装置。
【請求項４】
　前記フレームの下部面は、
　前記センタリングベースの下部面に沿って外径方向に延長されることを特徴とする請求
項１から３のいずれか１項に記載のディスクチャッキング装置。
【請求項５】
　前記フレームの下部面は、
　前記センタリングベースの下部面とは異なる平面上に配置されることを特徴とする請求
項１から３のいずれか１項に記載のディスクチャッキング装置。
【請求項６】
　前記弾性部は、
　下部面が前記フレームの下部面と同一平面上に延長して形成されることを特徴とする請
求項１から４のいずれか１項に記載のディスクチャッキング装置。
【請求項７】
　前記弾性部は、
　下部面が前記フレームの下部面と異なる平面上に配置されることを特徴とする請求項１
から３および５のいずれか１項に記載のディスクチャッキング装置。
【請求項８】
　前記爪は、
　前記フレームの端から両側に延長される前記弾性部の両端に夫々形成されることを特徴
とする請求項１から７の何れか１項に記載のディスクチャッキング装置。
【請求項９】
　前記爪は、
　前記ディスクの内周面と対向する外部面から突出して形成され、前記ディスクの内周面
と接触する突出部を備えることを特徴とする請求項１から８の何れか１項に記載のディス
クチャッキング装置。
【請求項１０】
　前記ディスクの内周面と接触する前記爪の接触面を連結して形成される円の直径は、前
記センタリングベースの直径より大きいことを特徴とする請求項１から９の何れか１項に
記載のディスクチャッキング装置。
【請求項１１】
　前記爪は、
　前記ディスクの内周面と対向する外部面の上側が傾斜面に形成されることを特徴とする
請求項１から１０の何れか１項に記載のディスクチャッキング装置。
【請求項１２】
　前記爪の前記傾斜面の最上端を連結して形成される円の直径は、前記センタリングベー
スの直径より小さいことを特徴とする請求項１１に記載のディスクチャッキング装置。
【請求項１３】
　前記弾性支持部から外径方向に突出して形成され、上部面に前記ディスクの下部面が面
接触される支持板をさらに含むことを特徴とする請求項１から１２の何れか１項に記載の
ディスクチャッキング装置。
【請求項１４】
　前記支持板は、
　前記フレームの端から突出して形成されることを特徴とする請求項１３に記載のディス
クチャッキング装置。
【請求項１５】
　請求項１から１４の何れか一つに記載のディスクチャッキング装置と、
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　上部に前記ディスクチャッキング装置が搭載されるローターと、
　電磁気結合によって前記ローターを回転させるステーターと
　を含むモーター。
【請求項１６】
　請求項１から１５の何れか一つに記載のディスクチャッキング装置を備えるモーターと
、
　前記ディスクを光学的に記録または再生する光ピックアップ機構と、
　前記光ピックアップ機構を前記ディスクの直径方向に移送させる移送機構と
　を含むディスク駆動装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ディスクのセンタリング及びディスクチャッキング性能を向上させるために
、ディスクの爪構造を改善したディスクチャッキング装置、モーター及びこれを搭載した
ディスク駆動装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に、ディスク駆動装置内に設けられるスピンドルモーター（ｓｐｉｎｄｌｅ　ｍ
ｏｔｏｒ）は、光ピックアップ機構がディスク（ｄｉｓｃ）に記録されたデータを読み取
ることができるようにディスクを回転させる。
【０００３】
　ディスクはスピンドルモーターに備えられるディスクチャッキング（Ｄｉｓｃ　ｃｈｕ
ｃｋｉｎｇ）装置に装着及び固定され、モーターの回転によってともに回転する。
【０００４】
　この際、ディスクはその内周面がディスクチャッキング装置のセンタリングベース（ｃ
ｅｎｔｅｒｉｎｇ　ｂａｓｅ）の外周面に圧入して装着され、ディスクの中心とセンタリ
ングベースの中心とが一致しなければディスクの記録や再生性能の信頼性が維持されない
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】韓国登録特許第１０－０９４６３７６号公報
【０００６】
　従来のディスクチォックチング装置は、センタリングベースの外周面に挿入されたディ
スクがモーター駆動時に分離することを防止するために、多数のチャックチップ（ｃｈｕ
ｃｋ　ｃｈｉｐ）と爪（ｃｌａｗ）とを備える。
【０００７】
　爪はセンタリングベースに固定装着されたディスクの内周面に弾性力を提供する。
【０００８】
　従来の場合、爪はセンタリングベースの上部面に固定され、下方に向かって突出された
部分を介してディスクに弾性力を提供する。しかし、このような従来の爪構造には、ディ
スクの装着時、上記突出部分が内径方向に押込まれることにより、ディスクの内部面と爪
の外部面とが強固に密着できなくなるという問題がある。
【０００９】
　このような従来の爪構造により、爪の弾性力はディスクに水平に伝達されず、ディスク
の上方に向かって伝達される。これにより、ディスクの回転時、ディスクに振れが発生す
る可能性があり、このような問題は高密度のディスク（例えば、ブルーレイディスクなど
）でさらに酷くなる。
【００１０】
　また、従来の爪は上述のようにディスクと強固に密着できず、モーターの駆動時にディ
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スクの中心とセンタリングベースの中心とが一致しないため、ディスクの記録や再生性能
が低下するという問題がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明の目的は、ディスクのセンタリング及びディスクチャッキング性能を向上させる
ために、水平に移動して弾性力を提供する爪を備えるディスクチャッキング装置を提供す
ることにある。
【００１２】
　本発明の他の目的は、前記ディスクチャッキング装置を含むモーターを提供することに
ある。
【００１３】
　本発明のさらに他の目的は、前記モーターを搭載するディスク駆動装置を提供すること
にある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明の一実施例によるディスクチャッキング装置は、ディスクの内周面が固定される
センタリングベースと、上記センタリングベースの外周面に沿って一定の間隔で配置され
る多数のチャックチップと、上記センタリングベースで上記チャックチップの反対方向に
形成され、上記ディスクの装着時、水平に回転しながら上記ディスクの内周面を外径方向
に加圧する多数の弾性支持部と、を含むことを特徴とする。
【００１５】
　本発明の実施例による上記弾性支持部は、上記センタリングベースの外周縁に溝の形態
に形成される支持部収容部内に形成されることができる。
【００１６】
　本発明の実施例による上記弾性支持部は、上記センタリングベースから外径方向に突出
されるフレームと、上記フレームから上記センタリングベースの外周縁に沿って延長され
る弾性部と、上記弾性部の端に形成され、上記ディスクの内周面と接触する爪と、を含む
ことができる。
【００１７】
　本発明の実施例による多数の上記弾性支持部に備えられる上記フレームの端を連結して
形成される円は、上記センタリングベースの外周縁と対応することができる。
【００１８】
　本発明の実施例による上記フレームの下部面は、上記センタリングベースの下部面から
水平に延長されることができる。
【００１９】
　本発明の実施例による上記フレームの下部面は、上記センタリングベースの下部面とは
異なる平面上に配置されることができる。
【００２０】
　本発明の実施例による上記弾性部は、上記フレームの端から上記センタリングベースの
外周縁に沿って両側に突出される形態に形成されることができる。
【００２１】
　本発明の実施例による上記弾性部は、下部面が上記フレームの下部面から水平に延長し
て形成されることができる。
【００２２】
　本発明の実施例による上記弾性部は、下部面が上記フレームの下部面と異なる平面上に
配置されることができる。
【００２３】
　本発明の実施例による上記爪は、上記フレームの端から両側に突出される上記弾性部の
両端に夫々形成されることができる。
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【００２４】
　本発明の実施例による上記爪は、上記ディスクの内周面と対向する外部面から突出して
形成され、上記ディスクの内周面と接触する突出部を備えることができる。
【００２５】
　本発明の実施例による上記ディスクの内周面と接触する上記爪の接触面を連結して形成
される円の直径は、上記センタリングベースの直径より大きいことができる。
【００２６】
　本発明の実施例による上記爪は、上記ディスクの内周面と対向する外部面の上側が傾斜
面に形成されることができる。
【００２７】
　本発明の実施例による上記爪の上記傾斜面の最上端を連結して形成される円の直径は、
上記センタリングベースの直径より小さいことができる。
【００２８】
　本発明の実施例による上記弾性支持部から外径方向に突出して形成され、上部面に上記
ディスクの下部面が面接触される支持板をさらに含むことができる。
【００２９】
　本発明の実施例による上記支持板は、上記フレームの端から突出して形成されることが
できる。
【００３０】
　また、本発明によるモーターは、上記の何れか一つのディスクチャッキング装置と、上
部に上記ディスクチャッキング装置が搭載されるローターと、電磁気結合によって上記ロ
ーターを回転させるステーターと、を含むことができる。
【００３１】
　また、本発明によるディスク駆動装置は、上記の何れか一つのディスクチャッキング装
置を備えるモーターと、上記ディスクを光学的に記録または再生する光ピックアップ機構
と、上記光ピックアップ機構を上記ディスクの直径方向に移送させる移送機構と、を含む
ことができる。
【発明の効果】
【００３２】
　上述のように構成される本発明によるディスクチャッキング装置、モーター及びこれを
搭載するディスク駆動装置は、爪がディスクの内周面を水平に加圧する。従って、爪が変
形することなく、爪の突出面全体にわたってディスクの内周面を支持することができる。
従って、従来より安定的にディスクを支持することができる。
【００３３】
　また、本発明によるディスクチャッキング装置は、多数（例えば、６個）の爪を用いて
ディスクを支持するため、従来に比べて加圧力を多数の方向に分散させることができる。
従って、ディスクをより安定的に支持することができ、ディスクの回転時にディスクがデ
ィスクチャッキング装置で片側に傾くことを防止することができる。
【００３４】
　これにより、ディスクの中心とセンタリングベースの中心とが一致し、ディスクの記録
や再生性能の信頼性が向上する効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】本発明の実施例によるモーターを図示した概略断面図である。
【図２】本発明の実施例によるディスクチャッキング装置の平面図である。
【図３】本発明の実施例によるディスクチャッキング装置の平面図である。
【図４】図２のＸ－Ｘ'に沿った断面図である。
【図５】本発明の実施例による弾性支持部を図示した部分斜視図である。
【図６】本発明の他の実施例によるディスクチャッキング装置の弾性支持部を図示した斜
視図である。
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【図７】本発明のさらに他の実施例によるディスクチャッキング装置の弾性支持部を図示
した斜視図である。
【図８】図７のＹ－Ｙ'に沿った断面図である。
【図９】本発明の実施例によるディスク駆動装置の概略断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３６】
　本発明を詳細に説明するに当たり、以下で説明される本明細書及び請求範囲に用いられ
た用語や単語は通常的かつ辞書的な意味に限定して解釈されてはならず、発明者が自らの
発明を最善の方法で説明するために用語の概念を適切に定義することができるという原則
にしたがって本発明の技術的思想にかなう意味と概念に解釈されなければならない。従っ
て、本明細書に記載された実施例と図面に図示された構成は本発明のもっとも好ましい実
施例に過ぎず、本発明の技術的思想の全部を代弁しているわけではないため、本出願時点
においてこれらを代替することができる多様な均等物と変形例があり得ることを理解しな
ければならない。
【００３７】
　以下、添付の図面を参照して本発明の好ましい実施例を詳細に説明する。この際、添付
の図面で同一の構成要素はできるだけ同一の符号で示していることに留意しなければなら
ない。また、本発明の要旨を不明瞭にする可能性がある公知機能及び構成に対する詳細な
説明は省略する。同じ理由から、添付図面において一部の構成要素は誇張、省略、または
概略的に図示されており、各構成要素の大きさは実際の大きさを必ず反映するものではな
い。
【００３８】
　一方、方向に対する用語を定義すると、軸方向は図１を参照して、シャフト５０を基準
に上下方向を意味し、外径または内径方向はシャフト５０を基準にローター２０の外側端
方向、またはローター２０の外側端を基準にシャフト５０の中心方向を意味する。
【００３９】
　図１は本発明の実施例によるモーターを図示した概略断面図である。
【００４０】
　図１を参照すると、本発明の実施例によるモーター１０は、ディスクＤを回転させる光
ディスクドライブに適用されるスピンドルモーターであることができ、大別してローター
２０とステーター４０とに区分される。
【００４１】
　ローター２０は、ステーター４０のコイル４４と対応する環状のマグネット２５を外周
部に備えるカップ状のローターケース２２を備える。この際、マグネット２５は円周方向
にＮ極、Ｓ極が交互に着磁され、一定の強さの磁気力を発生する永久磁石である。
【００４２】
　ローターケース２２は、シャフト５０が圧入締結されるローターハブ２６と、環状のマ
グネット２５を内周面に配置するマグネット結合部２８と、からなる。ローターハブ２６
は軸方向上側に折り曲げられてシャフト５０と締結され、ローターハブ２６の外周面には
ディスクＤが装着されるディスクチャッキング装置１００が搭載される。
【００４３】
　また、ローターケース２２の上部面にはディスクＤの下部面を支持し、ディスクＤの回
転時にディスクＤの滑りを防止するディスク支持部材８０が備えられることができる。デ
ィスク支持部材８０は円形の環状に形成されることができ、ディスクＤの下部面と接触す
る時に摩擦力を提供できるように、ゴム材質からなることができる。
【００４４】
　ステーター４０は回転する部材を除いた全ての固定部材を意味し、ローター２０のマグ
ネット２５との電磁気結合によってローター２０を回転させる。このために、ステーター
４０は、回路基板６２が設けられるベースプレート６０と、シャフト５０を支持するスリ
ーブ５２と、スリーブ５２とベースプレート６０とを固定締結させるスリーブホルダー７
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０と、スリーブホルダー７０に固定されるコア４２と、コア４２に巻線される巻線コイル
４４と、を含むことができる。
【００４５】
　このような本実施例によるモーター１０は、マグネット２５が巻線コイル４４と対向す
るように配置され、マグネット２５と巻線コイル４４との電磁気的相互作用によってロー
ター２０が回転するようになる。この際、ローターケース２２の回転により、ローターケ
ース２２の上部面に締結されているディスクチャッキング装置１００もともに回転するよ
うになる。
【００４６】
　このような本実施例によるモーター１０のディスクチャッキング装置１００は、水平に
移動しながらディスクＤを支持する弾性支持部２００を備える。以下、本実施例によるデ
ィスクチャッキング装置１００についてより詳細に説明する。
【００４７】
　図２及び図３は本発明の実施例によるディスクチャッキング装置の平面図である。また
、図４は図２のＸ－Ｘ'に沿った断面図であり、図５は本発明の実施例による弾性支持部
を図示した部分斜視図である。
【００４８】
　図２から図５をともに参照すると、本発明のディスクチャッキング装置１００は、セン
タリングベース１２０と、チャックチップ１６０と、弾性支持部２００と、を含むことが
できる。
【００４９】
　センタリングベース１２０は、ローターケース２２の軸方向上部に配置され、上部面を
形成する円形の平板部１２２と、平板部１２２の外周縁から軸方向下側に延長される外周
部１２４と、ガイドボス１４０と、を含むことができる。
【００５０】
　ここで、ガイドボス１４０はセンタリングベース１２０の中心に形成され、平板部１２
２の中心から軸方向下側に延長して形成される。また、ガイドボス１４０の内部には円筒
状の貫通孔であるボスホール１４２が形成され、ボスホール１４２にはローターケース２
２のローターハブ２６が挿入固定される。
【００５１】
　また、センタリングベース１２０は外周面に多数のチャックチップ収容部１２６と弾性
支持部２００とを備える。
【００５２】
　チャックチップ収容部１２６はセンタリングベース１２０の外周縁に沿って多数個が溝
形態に形成され、後述するチャックチップ１６０が収容される空間として利用される。
【００５３】
　チャックチップ収容部１２６に収容されるチャックチップ１６０は、ディスクチャッキ
ング装置１００に装着されるディスクＤが、モーター１０の駆動時に回転力によってディ
スクチャッキング装置１００から分離することを防止するために備えられる。
【００５４】
　チャックチップ１６０は、一部分がセンタリングベース１２０のチャックチップ収容部
１２６に収容されてセンタリングベース１２０と結合される。この際、チャックチップ１
６０の一端はセンタリングベース１２０の外部に突出され、センタリングベース１２０の
外周面に介在されるディスクＤを外径側と軸方向下側に加圧する。
【００５５】
　このようなチャックチップ１６０は弾力的にディスクＤを加圧する。このために、チャ
ックチップ１６０とガイドボス１４０との間にはチャックチップ１６０に弾性力を提供す
る弾性部材１８０が介在される。また、チャックチップ１６０とガイドボス１４０の外部
面には、弾性部材１８０の一端を固定するための固定突起１４５、１６５が夫々形成され
ることができる。
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【００５６】
　弾性支持部２００はセンタリングベース１２０の外周部に沿って多数個が配置される。
より具体的には、弾性支持部２００は、センタリングベース１２０でチャックチップ１６
０の反対側外周部に配置され、ディスクＤの装着時にチャックチップ１６０を補助してデ
ィスクＤがディスクチャッキング装置１００から分離することを防止する。
【００５７】
　本実施例の場合、３個のチャックチップ１６０が一定間隔でセンタリングベース１２０
上に配置されるディスクチャッキング装置１００を例としている。
【００５８】
　従って、本実施例による弾性支持部２００は、チャックチップ１６０の配置に対応して
チャックチップ１６０と同様に３個が形成される。これにより、弾性支持部２００とチャ
ックチップ１６０はセンタリングベース１２０の外周縁に沿って交互に配置される形態に
形成される。しかし、発明による弾性支持部２００はこれに限定されず、チャックチップ
１６０の数と配置形態に応じて多様に変形されることができる。
【００５９】
　弾性支持部２００は、センタリングベース１２０の外周面に溝形態に形成される支持部
収容溝２０１内に形成され、フレーム２１０と、弾性部２２０と、爪２３０と、を含んで
構成されることができる。
【００６０】
　フレーム２１０はセンタリングベース１２０の支持部収容溝２０１から外径方向に突出
される形態に形成される。この際、図３に図示されたように、フレーム２１０の端が連結
されて形成する円Ｓ１は、センタリングベース１２０の外周縁と同一の直径を有するよう
に形成されることができる。
【００６１】
　また、本実施例によるフレーム２１０はセンタリングベース１２０の下部面に沿って水
平に突出される。
【００６２】
　弾性部２２０はフレーム２１０の端からセンタリングベース１２０の外径に沿って両側
に延長して形成される。従って、弾性部２２０はフレーム２１０と同様にセンタリングベ
ース１２０の下部面に沿って突出される。
【００６３】
　また、本実施例による弾性部２２０はセンタリングベース１２０の外周縁に対応する形
態にフレーム２１０から延長される。これにより、弾性部２２０はフレーム２１０に締結
されている一端を回転中心として、図５のＡ、Ｂ方向に弾力的に移動可能であるように構
成される。
【００６４】
　このような弾性部２２０の両端には夫々爪２３０が形成される。
【００６５】
　爪２３０は弾性部２２０の両端に夫々締結され、ディスクチャッキング装置１００に載
置されたディスクＤの内周面と直接接触し、ディスクＤを外径方向に加圧する。
【００６６】
　このために、本実施例による爪２３０は、ディスクの内周面と対向する外部面に少なく
とも一つの突出部２３２を備えることができる。
【００６７】
　突出部２３２はディスクＤの内周面と直接接触する。一方、本実施例によるディスクチ
ャッキング装置１００にディスクＤが正確に装着されると、ディスクＤの内周面はセンタ
リングベース１２０と接触せず、弾性支持部２００の突出部２３２及びチャックチップ１
６０と直接的に接触するようになる。
【００６８】
　従って、図３に図示されたように、ディスクＤの内周面と接触する突出部２３２の接触
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面を連結して形成される円Ｓ２の直径は、センタリングベース１２０の外周縁（例えば、
Ｓ１）の直径より大きく形成される。
【００６９】
　また、本実施例による爪２３０は外部面の上側が傾斜面２３４に形成される。この際、
爪２３０の傾斜面２３４の最上端を連結して形成される円Ｓ３の直径は、センタリングベ
ース１２０の外周縁Ｓ１の直径より小さく形成される。従って、ディスクチャッキング装
置１００にディスクＤが装着される時、各爪２３０の上端部がディスクＤの孔に容易に挿
入されることができる。
【００７０】
　また、上記傾斜面２３４は図５に図示されたように、曲面に形成されることができる。
このように傾斜面２３４を曲面に形成する場合、ディスクＤをより容易に挿入できるよう
に、曲面の曲率を爪２３０の高さに応じて形成することができる。
【００７１】
　しかし、本発明はこれに限定されず、傾斜面２３４を曲面でなく平らな面に形成するな
ど、多様な応用が可能である。
【００７２】
　一方、本実施例の場合、支持部収容溝２０１はセンタリングベース１２０の外周縁に弧
形状の溝に形成される。しかし、本発明はこれに限定されず、角張った溝または楕円状の
溝など、必要に応じて多様な形状に形成されることができる。
【００７３】
　このような本実施例による弾性支持部２００は、ディスクチャッキング装置１００にデ
ィスクＤが装着されると、ディスクＤによって加圧された爪２３０が弾性部２２０によっ
て内径方向（即ち、図５のＢ方向）に水平に回転しながら移動するようになる。
【００７４】
　これにより、爪２３０は弾性部２２０から提供される弾性力によって外径方向（即ち、
図５のＡ方向）にディスクＤを持続的に加圧するようになる。
【００７５】
　上述のように構成される本実施例によるディスクチャッキング装置１００は、図３に図
示されたように、チャックチップ１６０によってディスクＤの内周面Ｓ１が３方向に加圧
され、これと同時に弾性支持部２００によってディスクＤの内周面Ｓ１が６方向に加圧さ
れる。
【００７６】
　この際、弾性支持部２００は回転による弾性を提供するため、外径方向に加圧する加圧
力Ｆ１と、回転力による加圧力Ｆ２との合力Ｆ３をディスクＤに提供するようになる。
【００７７】
　従って、外径方向への加圧力Ｆ１のみを提供する従来より強い加圧力を提供することが
できる。
【００７８】
　また、本実施例による弾性支持部２００は、６個の爪２３０を用いてディスクＤを支持
する。従って、３個の爪２３０でディスクＤを支持する従来に比べて加圧力を多数の方向
に分散させることができるため、ディスクＤをより安定的に支持することができる。
【００７９】
　また、本実施例による弾性支持部２００は、図４に図示されたように、フレーム２１０
がセンタリングベース１２０の下部面に沿って外径方向に突出される。即ち、フレーム２
１０の下部面はセンタリングベース１２０の下部面から水平に延長される。そして、図５
に図示されたように、フレーム２１０から延長される弾性部２２０と爪２３０の下部面は
フレーム２１０の下部面から水平に延長される。
【００８０】
　従って、ディスクチャッキング装置１００にディスクＤが装着される場合、弾性部２２
０が爪２３０の下部を支持するようになるため、爪２３０の突出部２３２の突出面全体に
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わたってディスクの内周面を支持することができる。従って、従来より安定的にディスク
を支持することができる。
【００８１】
　また、本実施例による弾性支持部２００はフレーム２１０の端がセンタリングベース１
２０の外周縁上に配置される。従って、ディスクＤの回転時、弾性支持部２００による加
圧力より大きい力が加圧力に対向してディスクＤに印加される場合、ディスクＤの内周面
はフレームの端に接触するようになり、これによりディスクＤはフレームによって支持さ
れる。
【００８２】
　上述したような本実施例による弾性支持部２００は、ディスクＤの回転時にディスクＤ
が最小限の範囲内で移動するように構成されるため、ディスクＤの回転時にディスクＤが
片側に過度に傾くことを防止することができる。
【００８３】
　一方、本発明によるディスクチャッキング装置は上述の構成に限定されず、多様な応用
が可能である。
【００８４】
　以下で説明するディスクチャッキング装置は、上述した実施例のディスクチャッキング
装置（図１の１００）と類似して構成され、部分的な構成においてのみ差異を有する。従
って、上述した実施例と同様に構成される要素についての詳細な説明は省略し、相違する
構成について重点的に説明する。
【００８５】
　図６は本発明の他の実施例によるディスクチャッキング装置の弾性支持部を図示した斜
視図である。ここで、図６は図５に図示された図面と対応する部分を図示している。
【００８６】
　図６を参照すると、本実施例による弾性支持部３００は、上述の実施例と同様に、セン
タリングベース１２０の外周面に溝形態に形成される支持部収容溝２０１内に形成され、
フレーム３１０と、弾性部３２０と、爪３３０と、を含んで構成されることができる。
【００８７】
　フレーム３１０はセンタリングベース１２０の支持部収容溝２０１から外径方向に突出
される形態に形成される。この際、本実施例によるフレーム３１０は、下部面がセンタリ
ングベース１２０の下部面とは異なる平面上に配置されるように、センタリングベース１
２０から突出して形成されることを特徴とする。
【００８８】
　より具体的には、本実施例によるフレーム３１０はセンタリングベース１２０の上部面
、即ち、平板部１２２から延長して形成され、フレーム３１０の下部面はセンタリングベ
ース１２０の下部面（または、ローターケースの上部面）から離隔される。
【００８９】
　このようなフレーム３１０の構成により、フレーム３１０の下部面と弾性部３２０の下
部面とは相違する平面上に配置される。しかし、必要に応じて同一の平面上に配置される
ように構成するなど、多様な応用が可能である。
【００９０】
　また、本実施例によるフレーム３１０は、その端が軸方向下側に延長されて弾性部３２
０と連結される。従って、弾性部３２０と連結されるフレーム３１０の端の上部面は、デ
ィスク装着時にディスクの内部面と接触することができるため、曲面に形成される。しか
し、これに限定されず、傾斜面に形成するなど、多様な応用が可能である。
【００９１】
　一方、弾性部３２０と爪３３０は上述した実施例の弾性部（図５の２２０）及び爪（図
５の２３０）と同様に構成されることができるため、これについての具体的な説明は省略
する。
【００９２】
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　このようにフレーム３１０がセンタリングベースの下部面でなく上部面から延長して形
成される場合、ディスクチャッキング装置に装着されるディスクＤに弾性部３２０による
Ａ方向の加圧力だけでなく、フレーム３１０によるＣ方向の加圧力も提供することができ
る。従って、ディスクＤの内周面に多様な方向の加圧力を提供することができるため、よ
り安定的な装着が可能である。
【００９３】
　図７は本発明のさらに他の実施例によるディスクチャッキング装置の弾性支持部を図示
した斜視図であり、図８は図７のＹ－Ｙ'に沿った断面図である。ここで、図７は図５に
図示された図面と対応する部分を図示している。
【００９４】
　図７及び図８を参照すると、本実施例による弾性支持部４００は、上述の実施例と同様
に、センタリングベース（図２の１２０）の外周面に溝形態に形成される支持部収容溝（
図２の２０１）内に形成され、フレーム４１０と、弾性部４２０と、爪４３０と、支持板
４４０とを、含んで構成されることができる。
【００９５】
　本実施例の場合、フレーム４１０、弾性部４２０、及び爪４３０は、上述の図５の弾性
支持部２００と同様に構成されることができる。従って、これについての説明は省略する
。
【００９６】
　支持板４４０はフレーム４１０の端から外径方向に突出して形成される。この際、支持
板４４０はフレーム４１０の下部面に沿って突出される。
【００９７】
　これにより、支持板４４０は、下部面がディスクチャッキング装置の下部に配置される
ローターケース２２と面接触するように構成される。
【００９８】
　また、本実施例による支持板４４０の厚さは、ローターケース２２上に配置されるディ
スク支持部材８０の厚さに対応して形成される。即ち、支持板４４０は上部面がディスク
支持部材８０の上部面と同一の平面上に配置されるように形成される。
【００９９】
　これにより、ディスクチャッキング装置に載置されるディスクＤは下部面が支持板４４
０の上部面及びディスク支持部材８０の上部面とともに面接触して支持される。
【０１００】
　このような本実施例による弾性支持部４００は、ディスク支持部材８０だけでなく、支
持板４４０をともに利用してディスクＤの下部面を支持するため、ディスクＤの回転時、
回転力によってディスクＤとローターケース２２との間の圧力変化によってディスクＤに
振動が発生することを防止することができる。
【０１０１】
　一方、本実施例では支持板４４０がフレーム４１０の端から外径方向に突出する場合を
例として説明するが、本発明はこれに限定されない。即ち、支持板４４０を弾性部４２０
や爪４３０から外径方向に突出するように形成するなど、必要に応じて多様な応用が可能
である。
【０１０２】
　図９は本発明の実施例によるディスク駆動装置の概略断面図である。
【０１０３】
　図９を参照すると、本発明の実施例によるディスク駆動装置１は、上述の実施例による
図１に図示されたモーター１０が搭載される。
【０１０４】
　また、本実施例によるディスク駆動装置１は、フレーム２と、光ピックアップ機構４と
、移動機構６と、を含むことができる。
【０１０５】
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　フレーム２はディスク駆動装置１のケースの役割をし、内部にモーター１０のベースプ
レート６０が固定される。
【０１０６】
　光ピックアップ機構４はモーター１０に載置されるディスクＤの下部空間で移動可能に
設けられ、ディスクＤからデータを受信する。
【０１０７】
　移動機構６は光ピックアップ機構４をディスクＤの直径方向に移送させ、ディスクＤの
全面に亘ってデータの受信機能を果たすようにする。
【０１０８】
　以上のように構成される本発明によるディスクチャッキング装置、モーター及びこれを
搭載するディスク駆動装置は、爪がディスクの内周面を水平に加圧する。従って、爪が変
形することなく、爪の突出面全体にわたってディスクの内周面を支持することができる。
従って、従来より安定的にディスクを支持することができる。
【０１０９】
　また、本発明によるディスクチャッキング装置は多数（例えば、６個）の爪を用いてデ
ィスクを支持するため、従来に比べて加圧力を多数の方向に分散させることができる。従
って、ディスクをより安定的に支持することができ、ディスクの回転時、ディスクがディ
スクチャッキング装置で片側に傾くことを防止することができる。
【０１１０】
　これにより、ディスクの中心とセンタリングベースの中心とが一致し、ディスクの記録
や再生性能の信頼性が向上する効果がある。
【０１１１】
　一方、以上で説明した本発明によるディスクチャッキング装置、モーター及びこれを搭
載したディスク駆動装置は、上述の実施例に限定されず、多様な応用が可能である。
【０１１２】
　例えば、上述の実施例ではフレームがセンタリングベースの上部面や下部面から延長し
て形成される場合を例として説明したが、本発明はこれに限定されない。即ち、フレーム
がセンタリングベースの外周部の中間部分から外径方向に延長されるように構成すること
も可能であり、センタリングベースの外周部全体から延長されるように構成するなど、必
要に応じて多様な応用が可能である。
【０１１３】
　また、上述の実施例では弾性部がセンタリングベースの外周縁に沿って形成される場合
を例として説明したが、本発明はこれに限定されない。即ち、弾性部がフレームの内側か
ら外径方向に突出される形態に形成するなど、爪の突出部がディスクの内周面と接触する
同時に爪に弾性力を提供することができれば、多様な形態に形成されることができる。
【０１１４】
　さらに、本実施例ではディスク駆動装置に搭載されるディスクチャッキング装置とモー
ターを例として説明したが、本発明はこれに限定されず、円形の貫通孔や溝が形成された
ディスクを装着して回転させる器機であれば、幅広く適用されることができる。
【符号の説明】
【０１１５】
１　ディスク駆動装置
１０　モーター
２０　ローター
４０　ステーター
１００　ディスクチャッキング装置
２００、３００、４００　弾性支持部
２１０、３１０、４１０　フレーム
２２０、３２０、４２０　弾性部
２３０、３３０、４３０　爪
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